
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
研
究
報
告

第

八

集

主
目

柳

種

考

信

古

の
ー
ー
ー
金
印

関

す

本
館
所
蔵
育
柳
種
信
資
料
中
の
考
古
学
関
係
資
料
に
は
、
「
漢
委
奴
国
王
」
金

印
に
関
す
る
次
の
資
料
が
あ
る
。

山
後
漢
金
印
略
説
種
信
自
筆
草
稿
二
種

間
漢
封
金
印
記
村
山
広
撰
写
本

間
後
漢
金
印
管
見
蘭
陵
関
艶
撰
写
本

凶
金
印
弁
、
金
印
弁
或
間
亀
井
南
冥
著
写
本

ωは
種
信
が
伊
能
忠
敬
に
贈
っ
た
『
後
漢
金
印
略
考
』
の
草
稿
二
種
類
で
あ

る
。
成
稿
『
後
漢
金
印
略
考
』
の
内
容
は
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

聞
と
矧
は
こ
れ
ま
で
に
し
ら
れ
て
い
な
い
金
印
に
関
す
る
著
述
で
あ
る
。

凶
は
、
金
印
の
保
存
に
尽
力
し
最
初
に
金
印
の
考
証
を
行
っ
た
亀
井
南
冥
の

周
知
の
著
述
で
、
原
本
は
福
岡
市
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

乙
乙
で
は
凶
を
除
く
各
資
料
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
た
だ
し

ω
t聞
は
金
印

に
つ
い
て
の
解
釈
を
の
ベ
た
資
料
で
、
金
印
の
出
土
地
点
・
出
土
状
況
な
ど

金
印
発
見
の
事
情
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

一
九
八
四
年
三
月

資

料
〆'四『、
・ーー-'・・
-・.. 
----'・‘、、ー---

る

資

料

後

藤

直

。

一、
青
柳
種
信
『
後
漢
金
印
略
説
』
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こ
れ
は
種
信
が
伊
能
忠
敬
の
要
望
に
応
じ
て
書
き
贈
っ
た
『
後
漢
金
印
略

考
』
の
草
稿
で
あ
る
。
伊
能
忠
敬
は
文
化
九
年
〈
一
八
三
己
か
ら
翌
年
に
か
け

て
九
州
の
測
量
を
行
い
、
種
信
は
藩
命
に
よ
り
そ
の
案
内
役
と
な
っ
た
。
と
の

時
忠
敬
が
宗
像
宮
の
社
実
を
聞
い
、
ま
た
金
印
に
つ
い
て
の
説
を
求
め
た
の
に

応
じ
、
種
信
は
『
宗
像
宮
略
記
』
と
『
後
漢
金
印
略
考
』
を
著
し
贈
っ
た
の
で

あ
る
。
乙
の
閣
の
事
情
は
両
書
の
自
序
と
大
熊
浅
次
郎
が
引
く
『
柳
園
年
譜
』

に
く
わ
し
い
。

種
信
が
忠
敬
に
贈
っ
た
『
後
漢
金
印
略
考
』
の
原
本
と
、
藩
庁
に
差
出
し
た

副
本
は
い
ず
れ
も
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
写
本
は
福
岡
県
立
図
書
館

宿
井
本
文
庫
蔵
)
と
神
宮
文
庫
図
書
館
に
の
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
十
年

頃
に
で
き
た
『
福
岡
県
地
理
全
誌
』
巻
之
一
百
二
十
四
の
志
賀
島
村
の
条
に



は
、
本
文
若
干
個
所
と
割
註
一
一
箇
所
ほ
ど
を
除
い
て
、

ほ
ぼ
全
文
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。

神
宮
文
庫
図
書
館
本
は
み
て
い
な
い
が
、
県
立
図
書
館
本
に
は
旧
蔵
者
、
井

本
進
氏
の
筆
で
「
山
崎
昌
太
郎
氏
の
筆
写
」
と
記
し
た
罫
紙
が
付
せ
ら
れ
て
い

る
。
乙
の
写
本
は
青
柳
家
に
伝
え
ら
れ
た
控
え
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

乙
の
『
後
漢
金
印
略
考
』
の
草
稿
は
二
種
類
あ
る
の
で
、
便
宜
上
第
一
草

稿
、
第
二
草
稿
と
よ
ぷ
(
図
版
一

t
五)。

第
一
草
稿
は
約
二
七
・
五
×
三
八
四
の
五
紙
を
袋
巌
し
た
も
の
で
〈
一
枚
は
表

紙
)
、
表
題
は
『
後
漢
金
印
略
説
』
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
草
稿
は
約
二
八
×
四

一
・
六
回
の
七
紙
を
袋
綴
し
た
も
の
で
(
二
枚
は
表
紙
と
裏
表
紙
)
、
表
紙
表
題
は

考

『
後
漢
金
印
略
説
』
だ
が
、
本
文
表
題
は
『
後
漢
金
印
略
一
剛
一
』
で
、
第
二
草
稿

推
敵
中
に
「
説
」
か
ら
「
考
」
に
か
わ
っ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。

第
一
草
稿
に
は
抹
消
部
分
は
な
く
、
欄
外
注
記
が
二
カ
所
あ
る
。
第
二
草
稿

に
は
抹
消
、
挿
入
、
欄
外
注
記
が
多
い
。
論
述
の
骨
子
、
順
序
は
両
草
稿
に
大

差
は
な
い
。
第
二
草
稿
と
成
稿
(
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
写
本
)
は
、
前
者
の
抹
消
部

分
と
後
者
の
や
や
長
い
割
注
一
カ
所
お
よ
び
欄
外
注
記
二
カ
所
を
除
く
と
、
文

章
、
論
述
の
順
序
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
草
稿
を
増
補
し
た

の
が
第
二
草
稿
で
、
乙
れ
に
若
干
手
を
加
え
つ
つ
浄
書
し
て
成
稿
を
得
た
と
考

え
ら
れ
る
。

金
印
研
究
史
上
で

『
後
漢
金
印
略
考
』
の
内
容
は
大
谷
光
男
氏
が
言
及
し
、

の
位
置
づ
け
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
種
信
の
論
旨
に
多
少
言
及
す
る
に

と
ど
め
る
。

金
印
発
見
直
後
、
印
面
の
「
委
奴
国
」
を
亀
井
南
冥
や
竹
田
定
良
ら
は
ヤ
マ

ト
ノ
ク
ニ
と
よ
み
、
ま
た
日
本
の
古
号
と
考
え
た
。
こ
れ
は
金
印
発
見
以
前
か

ら
あ
る
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
な
ど
の
倭
奴
国
を
大
和
国
つ
ま
り
日
本
を
指
す
と

す
る
松
下
見
林
三
六
三
七
l
一七
0
=
む
ら
の
説
(
乙
の
説
は
古
く
『
日
本
書
紀
』

に
さ
か
の
ぼ
る
)
と
同
じ
で
あ
る
。

一
方
、
金
印
発
見
の
同
年
に
は
す
で
に
、
藤

貞
幹
や
上
回
秋
成
ら
が
委
奴
国
H
恰
土
国
H
伊
都
国
説
を
主
張
し
、
以
後
幕
末

ま
で
は
、
金
印
は
伊
都
県
主
が
私
的
に
漢
か
ら
受
け
た
と
す
る
考
え
が
主
流
で

あ
っ
た
。
と
の
主
張
は
国
学
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
説
で
あ
っ
た
。
種
信
が

『
後
漢
金
印
略
考
』
を
著
し
た
の
は
金
印
発
見
後
二
八
年
め
で
、
す
で
に
伊
都

国
説
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
国
学
者
種
信
も
む
ろ
ん
伊
都
国
論
者

で
あ
っ
た
。

伊
都
国
説
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
種
信
は
、
金
印
は
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
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に
み
え
る
と
お
り
光
武
帝
が
与
え
た
も
の
で
、
与
え
た
相
手
の
国
号
が
「
委
奴

国
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
そ
印
面
に
「
委
奴
国
」
と
刻
ん
だ
の
だ
と
し
て
、
委
奴

国
と
『
後
漢
書
』
以
下
の
史
書
に
み
え
る
「
倭
国
」
H
「
皇
国
の
惣
称
」
と
を
峻

別
す
る
(
以
下
引
用
は
と
く
に
乙
と
わ
ら
な
い
限
り
成
稿
に
よ
る
)
。

乙
の
時
種
信
の

念
頭
に
は
南
冥
や
竹
固
定
良
ら
の
説
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

音
韻
論
の
上
で
は
、
中
国
の
音
韻
書
に
も
と
づ
き
「
倭
」
字
の
音
は
「
倭
国

の
時
の
み
潟
音
な
り
漢
府
引
塁
日
」
、
ま
た
「
倭
」
字
に
は
「
密
日
」
も
あ
る
乙

ハ
ワ
な
る
へ
し

み，司，，，

と
、
し
か
し
「
委
」
字
の
音
は
「
ヰ
」
で
「
渦
音
」
は
な
い
乙
と
を
示
し
、
「
委

奴
」
が
「
倭
奴
」
に
か
わ
る
と
と
は
あ
っ
て
も
逆
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
乙

れ
は
他
の
伊
都
国
論
者
と
か
わ
り
な
い
。

し
か
し
種
信
は
さ
ら
に
一
歩
を
す
す
め
、
金
印
に
く
ら
べ
れ
ば
、
「
倭
奴
国
」

と
記
す
「
後
漢
書
ハ
迄
に
年
経
て
宋
の
泡
陣
か
記
せ
し
物
な
れ
ハ
其
頃
か
く
字



を
誤
り
た
る
か
、
通
昔
な
る
故
に
zFを
僚
と
雄
的
騒
い
れ
時
一
り
』
一
w
u湖
一
抹
叫
一
同
情
る
か
。

さ
ら
は
後
漢
書
の
倭
奴
も
ヰ
ド
と
訓
へ
し
」
、
「
是
を
も
ち
て
考
ふ
れ
ハ
此
金
印

の
文
を
以
て
後
漢
書
以
下
諸
書
の
誤
ハ
弁
正
す
へ
き
」
と
、
金
印
が
同
時
代
資

料
と
し
て
の
価
値
が
よ
り
高
い
ζ

と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
「
彼
後
漢
書
に
倭
奴

カ
タ
【
9
}

マ

ド

ヒ

ト

ケ

を
委
奴
と
作
る
な
と
は
千
古
の
惑
一
時
に
氷
解
て
大
に
史
学
に
益
あ
り
」
と
金

印
発
見
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
。
と
の
点
は
種
信
の
師
、
本
居
宣
長
の
「
此

印
さ
の
み
に
く
む
べ
き
物
に
も
候
ハ
ズ
。
又
も
と
よ
り
た
ふ
と
む
べ
き
物
に
も

候
ハ
ず
。
た
Y
い
と
/
¥
古
き
物
に
候
へ
ば
、
め
づ
ら
か
な
る
を
賞
し
て
有
ぺ

き
に
候
也
。
」
(
小
篠
敏
宛
書
簡
、
天
明
六
年
か
〉
と
い
う
見
方
と
は
大
い
に
こ
と
な

っ
て
い
る
。

と
の
よ
う
な
金
印
の
資
料
価
値
に
た
い
す
る
高
い
評
価
は
第
一
草
稿
で
明
確

に
う
ち
出
さ
れ
、
第
二
草
稿
と
成
稿
で
く
り
か
え
し
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お

音
韻
の
考
証
は
第
一
草
稿
で
は
ご
く
簡
略
だ
が
、
第
二
草
稿
で
は
抹
消
・
挿
入

を
く
り
か
え
し
苦
心
し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

乙
の
委
奴
国
を
、
種
信
は
本
居
宣
長
の
説
ハ
お
そ
ら
く
『
駁
戎
慨
言
』
や
『
鍬
狂

キ

イ

イ

イ

人
』
)
を
引
い
て
伊
都
国
・
恰
土
固
に
あ
て
る
が
、
「
委
と
恰
と
音
近
し
。
伊
恰

キ

牟

・

キ

と
委
倭
と
は
開
合
異
な
れ
と
も
(
中
略
〉
お
ほ
よ
そ
の
似
た
る
を
も
ち
て
委
と

は
書
た
る
な
る
へ
し
」
と
、
委
と
倭
の
相
違
に
示
し
た
厳
密
さ
を
欠
い
て
い

る
伊
都
固
に
つ
い
て
は
『
三
国
志
』
親
志
倭
人
伝
を
ひ
き
、
そ
と
に
み
え
る

「
世
有
王
」
は
国
造
、
別
、
稲
置
な
ど
に
当
る
と
宣
長
の
説
を
踏
襲
し
、
金
印

を
受
け
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
仲
哀
紀
や
『
筑
前
国
風
土
記
』
に
み
え
る
恰
土

県
主
五
十
述
手
の
二

t
三
代
前
の
祖
と
み
る
。

か
つ
て
恰
土
郡
に
属
し
た
と
と
が
な
い
志
賀
島
か
ら
金
印
が
出
土
し
た
乙
と

に
つ
い
て
は
、
「
(
恰
土
郡
か
ら
〉
志
賀
島
ま
で
ハ
わ
づ
か
海
上
ニ
里
許
隔
つ
る

地
に
し
あ
れ
ハ
此
島
も
其
封
彊
の
内
な
り
し
も
知
る
へ
か
ら
ず
」
と
の
べ
て
い

る
金
印
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
理
由
を
、
第
一
草
稿
で
は
「
い
に
し
へ
い
か
な
る

時
に
か
の
島
に
は
埋
置
け
む
、
今
は
其
よ
し
知
ら
ね
ど
も
」
と
、
な
ん
の
推
測

-m
、
ヤ
キ

も
し
て
い
な
い
が
、
第
二
草
稿
と
成
稿
で
は
「
漸
皇
威
海
内
に
赫
突
で
き
る
界

ワ
タ
タ
hv

ヤ
ミ

を
越
て
私
に
隣
国
に
通
せ
し
事
も
梢
止
し
な
る
へ
し
。
さ
る
故
に
封
冊
印
授
を

受
し
と
と
を
子
孫
な
ぞ
の
耽
悔
て
、
か
の
海
畔
に
棄
た
り
し
か
、
さ
も
な
く
は

乱
世
に
ハ
多
く
重
宝
の
類
を
隠
し
埋
た
る
事
も
あ
れ
ハ
さ
る
類
に
で
も
あ
ら
む

か
」
と
、
遺
棄
も
し
く
は
隠
匿
に
よ
る
と
推
定
す
る
。
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し
か
し
、
出
土
状
況
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
梶
原
景
県
の
『
金
印
考
文
』
(
享

一八
O
三
〉
の
「
忽
有
二
巨
石
-
、
発
ν
之
則
三
石
周
匝
知
=
匝
状
-
、

和
三
年
、

有
三
物
在
=
其
中
-
」
に
も
と
づ
き
「
田
ノ
中
に
一
大
石
あ
り
。
(
中
略
)
其
下
に
三

石
側
立
て
物
を
囲
績
に
似
た
り
。
(
中
略
)
探
り
て
見
れ
は
金
印
一
頼
あ
り
」
と

記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
遺
棄
説
を
記
す
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。

ホ
ノ
ケ

出
土
地
点
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
志
賀
島
の
「
南
辺
字
ハ
カ
ナ
ノ
浜
と
云

カ
ナ
イ
シ

処
」
で
、
「
加
奈
浜
と
い
へ
る
ハ
金
印
を
埋
た
り
し
よ
し
の
字
な
る
へ
し
」
と
推

測
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
亀
井
昭
陽
の
『
題
金
印
紙
後
』
(
文
政

七
年
、
一
八
二
四
)
に
も
み
え
る
(
「
其
地
日
=
加
奈
浜
¥
加
奈
邦
言
猶
金
、
蓋
因
z
印
名

-
之
也
。
」
)
。
乙
れ
ら
は
『
甚
兵
衛
口
上
書
』
に
記
さ
れ
た
発
見
地
「
叶
の
崎
」
と

は
乙
と
な
る
。
「
叶
の
崎
」
は
元
禄
十
年
(
一
六
九
七
〉
の
弘
浦
と
志
賀
島
浦
と

の
漁
場
に
関
す
る
定
め
に
み
え
る
「
か
な
の
崎
」
に
あ
た
ろ
う
。
「
か
な
」
に
、



金
印
発
見
に
よ
り
「
金
」
を
あ
て
、
種
信
や
昭
陽
の
の
べ
る
よ
う
な
地
名
由
来

が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヲ

サ

メ

な
お
、
発
見
直
後
乙
の
金
印
を
「
志
賀
大
明
神
に
奉
納
む
と
て
宮
司
ノ
坊
を
た

の
み
て
神
闘
を
占
ふ
に
神
慮
に
か
な
は
ぬ
と
て
遂
に
奉
納
せ
さ
り
し
と
い
へ

り
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
乙
れ
は
『
甚
兵
衛
口
上
書
』
や
南
冥
の
文
に
は
み

え
な
い
。
ま
た
第
一
草
稿
に
は
な
く
、
第
二
草
稿
に
は
じ
め
て
出
る
。
同
じ
記

事
は
、
中
山
平
次
郎
が
引
用
し
た
阿
曇
家
蔵
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
の
「
明

神
の
境
地
よ
り
得
た
る
故
、
神
宝
と
せ
ん
事
を
占
ひ
し
に
神
岡
下
ら
ぎ
る
事
再

三
也
と
い
ふ
。
故
に
府
廷
に
呈
け
し
と
な
り
」
だ
け
で
あ
る
。
種
信
の
記
事
は

ζ

れ
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
は
こ
の
よ
う
な
発
掘
品
を
神
社
に
奉
納
す
る

の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
の
記
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

乙
の
よ
う
に
『
後
漢
金
印
略
考
』
は
金
印
に
つ
い
て
の
解
釈
を
の
べ
た
も
の

で
、
金
印
の
出
土
状
況
、
出
土
地
点
な
ど
に
つ
い
て
と
く
に
目
新
し
い
情
報
は

-Fa

齢、
.
n
w

JEL--u-執
筆
以
前
に
、
種
信
は
金
印
関
係
の
文
書
を
写
し
た
り
目
を
と
お
し
て
、
金

印
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
文
面
か
ら
み
る
と
執
筆
に

あ
た
っ
て
志
賀
島
で
実
地
調
査
を
行
つ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
種
信
が

『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
再
吟
味
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
文
化
一
一
年
(
一
八

一
四
)
頃
の
乙
と
で
、
そ
の
た
め
に
筑
前
圏
内
を
巡
見
し
た
の
は
、
記
録
に
よ

れ
ば
文
政
三
年
か
ら
文
政
八
年
ま
で
で
あ
る
。
文
政
八
年
に
は
表
粕
屋
郡
を
ま

わ
る
が
、
志
賀
島
の
あ
る
裏
粕
屋
郡
を
巡
見
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
は
志
賀
島
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
種
信
を
通
じ
て
金
印
発
見
の
事
情
に
つ
い
て
の
新
知
見
は
期
待
で
き
な

ぃ。
以
下
、
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
写
本
に
よ
り
『
後
漢
金
印
略
考
』
の
全
文
を
掲

げ
る
。
な
お
割
注
は
[

]
に
入
れ
、
頭
注
は
※
印
を
付
し
て
末
尾
に
記
す
。

後
漢
金
印
略
考

天
明
四
年
甲
辰
二
月
廿
三
日
戊
申
筑
前
国
那
珂
郡
志
賀
島
の
農
夫
向
島
の
南
辺

ホ
事
ハ
カ
ナ
ノ
浜
と
云
処
の
田
を
耕
し
け
る
か
回
J

中
に
一
大
石
あ
り
。
転
耕
に
妨

晶

mTa'''bヨ

な
れ
は
と
て
是
を
掘
除
け
し
が
其
下
に
三
石
側
立
て
物
を
閤
綴
に
似
た
り
。
農
夫

惟
み
て
鍬
を
入
て
土
を
揮
ふ
に
土
の
中
に
声
あ
り
て
地
に
落
る
物
あ
り
。
探
り
て

見
れ
は
金
印
一
一
殺
あ
り
。
農
夫
は
じ
め
ハ
其
何
物
と
云
ふ
乙
と
を
知
ら
ず
。
後
に

金
印
な
る
乙
と
を
知
り
て
国
庁
に
献
せ
り
。
其
質
賃
金
、
方
七
分
八
庫
、
厚
三

分
、
高
四
分
、
重
二
両
九
銭
、
蛇
紐
な
り
。
其
文
に
漢
委
奴
国
王
の
五
字
あ
り
。

- 40ー

白
文
に
し
て
家
体
奇
古
な
り
。
千
古
の
物
な
る
乙
と
は
固
よ
り
論
な
し
。
按
る
に

ス

ト

ノ

後
漢
書
東
夷
伝
目
、
建
武
中
元
二
年
倭
奴
国
奉
貢
朝
賀
。
使
人
自
称
=
大
夫
目
。
倭
国

，

ホ

'

イ

ヂ

極
南
界
也
。
光
武
賜
以
=
印
授
-
云
云
と
見
へ
た
り
。
此
た
び
掘
出
た
り
し
金
印
ハ

叫
光
武
町
耽
た
り
し
印
な
る
へ
し
。
然
る
に
其
印
文
に
委
奴
と
あ
る
を
、
後
漢
書

に
倭
奴
と
作
る
ハ
委
と
倭
と
同
音
な
る
故
に
通
し
て
書
た
る
と
の
み
恩
ふ
ハ
委
し

ヲ

ノ

尋

ノ

キ

ノ

ヲ

J

か
ら
ず
。
[
倭
字
委
音
あ
れ
と
も
委
字
に
倭
品
目
あ
る
乙
と
な
し
。
]
其
後
の
彼
国
の

書
等
に
何
れ
も
倭
字
を
の
み
用
ひ
て
委
字
を
作
る
乙
と
な
し
。
因
り
て
後
世
誤
り

ワ

牟

V

て
倭
国
と
倭
奴
固
と
を
共
に
皇
国
の
惣
称
と
ハ
恩
へ
る
也
。
い
か
に
と
云
ふ
に
、

金
印
ハ
即
チ
光
武
の
賜
ふ
と
乙
ろ
に
し
て
、
其
世
に
し
て
正
し
く
其
国
に
奥
ふ
る

物
な
れ
ハ
、
倭
固
な
ら
む
か
ら
に
倭
と
は
書
す
し
て
、
同
字
な
か
ら
音
の
別
な
る

2

9

4

P

4

J

 

字
を
撲
出
て
通
音
な
り
と
て
委
字
を
書
へ
き
物
か
は
。
其
国
号
素
よ
り
委
奴
国
な



u
v
a
抱

牛

，

キ

V

る
故
に
そ
印
文
も
然
書
た
る
な
れ
。
是
倭
固
と
委
奴
国
と
は
別
な
る
明
麓
な
り
。

'

'

テ

'

'

a

r

ヲ

ヲ

[
さ
る
を
印
刻
家
の
説
に
、
漢
印
章
因
=
秦
制
度
-
変
=
事
印
築
-
而
為
=
増
減
改
易
-

也
、
倭
作
ν
主
是
則
増
減
之
意
也
と
云
へ
る
も
、
倭
国
と
倭
奴
固
と
を
一
ツ
と
恩

キ

晶

す

色

F

，

，

，

ふ
よ
り
、
後
漢
書
の
倭
ハ
其
本
ハ
委
な
る
乙
と
を
悟
ら
ぬ
論
な
り
。
変
-e事
印
築
-

而
為
=
増
減
-
を
云
ふ
は
、
さ
る
と
と
も
古
印
譜
等
に
見
へ
た
れ
と
も
、
渦
と
委
と

音
別
な
る
字
を
用
ふ
へ
き
物
か
ハ
。
此
事
ハ
次
と
と
い
ふ
を
見
ベ
し
。
]

後
漢
書
ハ
ハ
訟
に
年
経
て
宋
の
箔
障
か
記
せ
し
物
な
れ
ハ
、
其
頃
か
く
字
を
誤
り
た

キ

ゃ

る
か
、
又
通
音
な
る
故
に
委
を
倭
と
〔
倭
を
委
と
書
と
い
ふ
説
に
ハ
本
末
の
違
あ

カ
ケ

り
。
下
に
云
ふ
へ
し
。
]
作
る
か
。
さ
ら
は
後
漢
書
の
倭
奴
も
ヰ
ド
と
訓
へ
し
。

品
守

S

'

"

'

n

'

v

r

沼
崎
岬
も
委
奴
国
ハ
倭
国
の
内
の
地
名
な
れ
ハ
委
ハ
即
倭
な
ら
む
と
て
倭
奴
と
せ
し

な
る
ハ
是
も
誤
な
る
へ
し
。

説
文
目
、
倭
以
人
委
戸
於
為
切
、
委
H

以
禾
於
偽
切
。
玉
篇
云
、
倭
烏
禾
切
国
名
と

始
め
て
見
へ
た
り
。
倭
字
、
六
書
正
偽
に
倭
烏
宋
切
、
女
王
国
名
云
云
。
又
康
熊
字

墓
玄
、
倭
云
去
、
広
韻
、
集
韻
、
韻
会
、
正
韻
魁
烏
禾
切
音
渦
、
前
漢
地
理
志
楽

札
海
中
有
=
倭
人
-
、
分
z
百
余
国
-
、
師
古
註
貌
暮
云
、
儀
在
=
帯
瓦
東
南
大
海
中
-

云
奇
襲
。
又
広
鷲
果
句
集
韻
郎
果
切
、
塾
田
螺
と
見
へ
た
り
。
是
一
置

の
時
の
ミ
渦
音
な
り
[
漢
音
ク
ワ
、
呉
音
ハ
ワ
な
る
へ
し
。
]

上
に
引
た
る
前
漢
地
理
志
、
貌
暴
共
に
只
倭
或
ハ
倭
人
と
の
み
あ
り
て
倭
奴
と
は

オ

4

・J

な
し
。
是
に
で
も
別
な
る
を
知
る
へ
し
。
乙
の
外
、
倭
字
を
ハ
字
書
に
於
為
切
、

キ

J

J

?

チ

キ

チ

※

1
キ

チ

音
煩
と
見
へ
、
又
説
文
に
順
領
、
詩
小
雅
に
周
道
倭
遅
、
透
海
、
委
蛇
と
適
用
た

4

J

牛

品

倉

キ

ノ

畠

，

キ

J

り
。
い
つ
れ
も
爆
音
な
り
。
又
委
ハ
字
典
に
、
広
韻
於
詑
切
、
集
韻
、
韻
会
部
設

-

一

-

イ

オ

キ

，

，

宇

品

オ

キ

J

a

才

&
T
J

品

牟

切
1

並
音
働
問
、
又
集
韻
於
偽
切
音
萎
、
又
広
韻
於
為
切
、
集
韻
包
危
切
、
並
音
謹

な
と
見
へ
て
、
委
字
ニ
渦
音
あ
る
乙
と
ハ
何
の
字
書
に
も
見
へ
ず
。
同
字
な
か
ら

牟
J

も
倭
国
の
倭
に
は
委
字
通
用
す
る
と
と
な
し
と
知
べ
し
。
し
か
れ
ハ
倭
国
の
倭
を

通
音
な
る
故
に
骨
折
と
す
る
と
い
ふ
説
ハ
誤
な
り
。
是
を
も
ち
て
考
ふ
れ
ハ
此
金

印
の
文
を
以
て
後
漢
書
以
下
諸
替
の
誤
ハ
弁
正
す
へ
き
と
と
な
る
を
、
却
り
て
通

キ

音
な
る
故
に
骨
を
委
に
作
る
と
い
ひ
て
、
正
し
く
委
と
あ
る
を
も
強
て
音
異
な
る

駒
田
と
同
義
と
せ
ん
と
す
る
ぺ
本
末
の
逮
を
弁
へ
き
る
忘
謬
の
甚
し
き
物
な
り
。

4

-

7

7

占

7
v
'

又
字
義
を
論
す
る
者
ぺ
倭
国
を
賎
し
め
侮
て
奴
隷
と
す
る
称
也
な
と
い
ふ

a
リ

ト

ヨ

ロ

ア

ゲ

ヲ

ラ

タ

ハ
、
拠
も
な
き
憶
説
に
し
て
論
ふ
に
足
ら
す
。
凡
西
土
に
て
、
皇
国
の
諸
国

ナ

グ

ケ

の
と
と
を
記
せ
る
、
皆
字
義
を
用
て
名
称
た
る
ハ
な
く
て
、
貌
志
に
出
た
る
各
国

の
名
と
も
皆
皇
国
人
の
称
す
る
詞
を
直
に
此
方
の
仮
名
の
如
く
音
を
連
ね
て
訳

uv
マ

ヲ

タ

マ

マ

ヲ

'

'

"

'

a

z

し
た
る
物
な
り
。
彼
律
島
を
対
馬
、
松
浦
を
[
肥
前
国
松
浦
郡
]
末
慮
、
大
和
を

和
一
除
勧
と
書
く
類
な
り
。

E
外
四
方
の
各
一
国
み
な
多
く
此
例
な
り
。
又
皇
国
を

倭
と
称
せ
し
事
、
上
代
皇
朝
に
て
ハ
更
に
無
き
乙
と
な
る
を
、
い
か
な
る
故
に
て

彼
国
に
て
称
し
来
る
や
し
か
ら
ね
と
も
、
前
漢
地
理
士
山
に
楽
浪
海
中
有
=
倭
人
-
と

- 41ー

※ 
2 

い
へ
れ
ハ
、
彼
国
に
て
皇
国
の
あ
る
と
と
ハ
始
て
韓
人
の
語
に
て
知
り
た
り
と
見

ae
ト

へ
た
り
。
し
か
れ
ハ
其
原
ハ
韓
語
に
出
た
る
も
知
へ
か
ら
す
。
旧
説
に
吾
邦
之
人

，

，

，

、

4

a

u

畠

b

'

a

7

初
入
謀
、
と
問
調
汝
国
名
如
何
。
吾
答
日
謂
=
善
国
-
耶
。
漢
人
即
取
=
吾
字
之
初

札
"
A
W
v
之
日
v
倭
と
見
へ
た
れ
と
も
、
い
か
Y
あ
ら
ん
。
し
か
る
に
唐
書
の
日
本

a

7

J

ヲ

品

ト

伝
に
威
享
元
年
云
-
一
国
後
梢
習
=
夏
音
-
慈
=
倭
名
-
更
号
=
日
本
-
と
い
へ
る
も
彼
国
人

の
推
量
な
り
。
本
よ
り
皇
国
に
て
倭
号
な
け
れ
ハ
、
不
雅
な
り
と
て
も
何
そ
改
む

へ
き
。
閲
闘
の
始
よ
り
吾
ハ
吾
ヵ
名
号
あ
り
。
何
そ
異
邦
の
称
を
仮
ら
ん
や
。
倭

を
後
に
同
音
の
和
に
改
め
ら
れ
し
ハ
慈
v
不
ν
雅
に
で
も
あ
る
へ
し
。
日
本
の
号
ハ

指
‘

倭
の
義
に
係
る
乙
と
ハ
な
き
も
の
を
や
。
此
外
論
す
へ
き
事
甚
多
か
れ
と
も
い
た

T
d
y
a
N
 

づ
が
は
し
け
れ
ハ
乙
』
に
暮
し
ぬ
。
]
乙
れ
を
推
て
字
義
に
輿
ら
さ
る
事
を
知
る

へ
し
。
本
居
翁
目
、
倭
奴
国
ハ
皇
国
の
惣
号
に
非
す
。
後
漢
書
に
倭
且
寵
乱
綜
町

と
あ
れ
ハ
倭
国
の
内
の
南
辺
な
る
一
所
の
地
名
な
る
乙
と
明
也
。
同
書
に
倭
在
=



J

品

テ

ヲ

韓
東
南
大
海
中
¥
依
=
山
島
-
為
ν
居
、
凡
百
余
園
、
自
z
武
帝
滅
=
朝
鮮
-
使
駅
通
=

ス

ト

7

ヲ

ユ

於
漢
-
者
三
十
許
園
、
と
皆
称
ν
王
、
世
と
伝
v
統
、
其
大
倭
王
居
ニ
耶
馬
憂
国
-
云
云

ヰ

ト

タ

ユ

ノ

ミ

ヤ

ツ

ヨ

と
い
へ
り
。
此
委
奴
国
も
右
の
三
十
許
国
の
中
の
一
に
し
て
、
い
に
し
へ
国
造

ヲ

ケ

イ

ナ

ギ

パ

ヲ

コ

別
、
稲
置
な
ど
い
ひ
た
り
し
人
の
辺
陸
に
抜
雇
し
た
る
か
所
為
と
い
は
れ
し
ハ
、

誠
に
千
載
の
確
論
な
り
。
彼
後
漢
書
に
大
倭
王
と
い
へ
る
そ
正
し
く
皇
朝
の
御
事

を
さ
し
申
に
て
ハ
有
け
る
。
倭
と
倭
奴
と
を
共
に
皇
国
の
惣
号
と
せ
ハ
、
か
の
倭

国
の
極
南
界
也
と
い
へ
る
文
を
ハ
い
か
Y
説
へ
き
そ
や
。
[
松
下
見
林
か
倭
国
極

し
か
る
を
唐
書
の
日
本
伝
に
日
本

南
界
也
と
点
せ
し
ハ
い
か
な
る
強
言
な
り
。
]

古
倭
奴
也
と
か
け
り
。
乙
れ
彼
固
に
て
誤
の
濫
鱗
に
し
て
、
其
後
ハ
倭
漢
の
諸
儒

伝
へ
て
察
せ
す
。
遂
に
今
日
に
及
ふ
の
み
。
[
凡
西
土
に
て
皇
闘
の
事
を
記
す
乙

と
前
漢
地
理
志
に
始
り
、
後
漢
東
夷
伝
ハ
多
く
ハ
貌
志
の
倭
伝
に
か
り
た
り
。
晋

書
の
倭
伝
ハ
全
く
毅
志
を
と
り
て
文
を
省
略
し
て
甚
危
な
り
。
独
貌
志
の
み
詳
な

る
に
似
た
れ
と
も
、
伝
聞
の
謬
等
ハ
あ
げ
て
か
ぞ
ふ
る
に
隈
あ
ら
す
。
麿
書
の
日

シ
ゲ

本
伝
に
至
一
り
て
ハ
遣
唐
使
の
往
来
も
繁
か
り
し
に
因
り
て
、
梢
皇
国
の
事
実
を
得

た
り
と
云
へ
し
。
さ
れ
と
も
猶
推
量
の
附
会
ハ
逸
れ
さ
る
也
。
近
代
の
明
史
の
日

本
伝
す
ら
違
へ
る
事
の
多
を
見
て
、
彼
国
歴
史
と
も
の
異
国
の
事
蹟
に
ハ
妄
謬
多

き
事
を
知
る
へ
き
な
り
。
]
懸
ま
く
畏
ル
れ
と
も
吾
皇
国
関
閣
の
初
、
神
明
統
を

※ 
3 

垂
れ
玉
ひ
天
壊
無
窮
の
基
を
関
玉
ひ
し
よ
り
以
来
、
君
臣
道
明
ら
か
な
る
事
、
世

タ

ワ

ダ

チ

界
万
国
の
中
何
れ
の
国
か
企
て
及
へ
き
。
吾
天
皇
ハ
即
真
天
子
に
お
は
し
ま
し

て
、
異
国
の
今
日
売
ν
履
明
日
践
ν
枠
者
と
年
を
問
し
て
語
る
へ
か
ら
す
。
固
彼

封
冊
を
受
け
玉
ふ
へ
き
物
か
ハ
。
其
事
ハ
倭
換
の
歴
史
を
照
し
合
せ
て
弁
ふ
へ

し
。
〔
前
漢
以
来
の
封
冊
ハ
皆
か
の
百
余
国
の
王
等
或
ハ
吾
緯
の
日
本
府
の
卿
な

ζ
そ

ツ

カ

ハ

と
の
使
と
知
る
へ
し
。
]
階
錫
帝
に
至
り
て
社
初
て
天
朝
の
大
御
使
ハ
遣
さ
れ
け

る
。
此
事
倭
漢
の
書
に
歴
と
た
れ
ハ
云
ふ
に
及
は
す
。
さ
れ
ハ
唐
書
の
日
本
伝

》者

に
、
用
明
亦
日
=
目
多
称
恩
比
孤
-
直
一
階
関
皇
宗
口
輿
=
中
国
-
也
、
と
見
へ
た
れ

ハ
、
前
史
に
吾
使
と
い
ふ
者
の
皆
辺
降
の
曾
長
等
の
使
な
り
し
事
ハ
、
唐
に
で
も

此
時
初
め
て
知
た
る
な
る
へ
し
。
〔
し
か
る
に
吾
固
に
産
れ
吾
国
の
書
を
見
な
か

ノ
キ
ド

ら
猶
此
封
冊
の
と
と
を
悟
ら
ぬ
人
あ
る
ハ
い
か
な
る
惑
そ
や
。
]
さ
て
其
委
奴
国

と
い
へ
る
ハ
皇
国
の
内
い
づ
れ
の
地
方
そ
と
尋
る
に
筑
前
国
恰
土
郡
な
る
へ
し
0

4

イ

イ

イ

ヰ

ヰ

委
と
恰
と
音
近
し
。
伊
恰
と
委
倭
と
は
開
合
異
な
れ
と
も
[
伊
恰
ハ
韻
鏡
関
転
に

属
し
て
関
口
音
な
り
。
委
倭
ハ
韻
鏡
合
転
に
属
し
て
合
口
音
な
れ
と
も
、
唐
司

円
五
経
}

業
張
参
か
吾
径
文
字
に
倭
一
皮
反
、
文
於
危
反
と
見
へ
た
れ
ハ
、
平
声
に
て
関
転

に
属
す
へ
き
か
。
此
事
ハ
猶
能
勘
へ
き
事
也
。
夫
ハ
と
も
あ
れ
異
国
人
の
語
を
聞

マ
ガ

て
訳
せ
ん
に
ハ
関
合
の
混
ひ
な
ど
ハ
あ
る
へ
き
な
り
。
]
お
ほ
よ
そ
の
似
た
る
を

ヰ

マ

ガ

も
ち
て
委
と
ハ
書
た
る
な
る
へ
し
。
皇
国
に
で
も
今
の
世
に
よ
く
人
の
混
へ
て
か

く
乙
と
な
り
。
其
極
南
界
と
い
へ
る
ハ
い
か
h

と
息
ふ
人
も
有
る
へ
け
れ
と
も
、

- 42ー

九
国
の
地
ハ
凡
皇
国
の
極
西
南
界
な
れ
ハ
是
も
さ
の
み
違
ふ
へ
か
ら
す
。
[
地
理

の
事
ハ
も
と
よ
り
に
て
、
其
外
に
も
伝
閣
の
誤
多
き
事
ハ
近
代
の
明
史
な
と
を

見
て
も
知
へ
し
。
悉
く
挙
る
に
限
あ
ら
す
。
]
恰
土
郡
を
は
貌
志
に
は
、
伊
都
国

ヲ

フ

-

一

司

シ

ヲ

フ

ト

官
日
=
爾
支
-
、
副
日
=
池
諜
飢
柄
渠
傾
-
、
有
ユ
千
余
戸
-
、
世
有
ν
王
、
皆
統
エ
属

チ
イ
ト
ノ
ア
ガ
タ
m
h
y

女
王
国
¥
郡
使
往
来
常
所
ν
駐
、
と
あ
り
。
世
有
ν
王
と
い
へ
る
は
即
恰
土
県
主

を
い
ふ
な
る
へ
し
。
官
日
=
爾
支
-
と
い
へ
る
は
爾
支
ハ
主
な
る
へ
し
。
円
東
国
の

人
ハ
今
も
主
と
い
ふ
事
を
爾
支
と
い
ふ
也
。
]
そ
は
県
主
な
と
の
主
に
て
官
と
い

ウ

マ

ヒ

ト

ナ

オ

ノ

ヅ

カ

ラ

一

ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
貴
人
を
さ
し
い
う
称
な
れ
ハ
自
宮
の
如
く
恩
へ
る
な
る

へ
し
。
抽
出
模
餌
柄
渠
飢
ハ
い
ま
だ
考
へ
す
。
此
県
主
の
祖
ハ
高
麗
国
王
の
王
子

な
り
し
ょ
し
見
へ
た
れ
ハ
、
素
よ
り
異
国
人
な
る
ゆ
ゑ
に
は
や
く
漢
に
も
通
せ
し

な
る
へ
し
。
[
そ
の
か
み
辺
部
に
て
威
福
を
呈
せ
ん
と
て
西
土
に
朝
し
て
其
声
息

を
借
し
な
る
へ
し
。
]
か
』
れ
ハ
前
漢
書
の
地
理
志
に
、
楽
浪
海
中
有
=
倭
人
-
、



分
為
=
百
余
国
司
、

テ

テ

ヲ

以
-
M

歳
時
-
来
献
見
、

い
へ
る
も
、
三
十
許
園
の
国
王
等
に
し

為
=
恰
土
-
、
風
土
記
追
害
者
欲
、
と
も
い
へ
り
。
]

と
見
へ
た
り
。

か
く
て
此
の

て、

五
十
跡
手
か
遠
祖
の
世
よ
り
、
勢
強
大
に
し
て
皇
朝
に
仕
奉
り
な
か
ら
、
又
漢
土

乙
の
県
主
か
類
な
り
し
事
を
知
る
へ
し
。
[
近
世
の
平
境
録
と
い
ふ
書
に
薩

摩
王
、
中
国
安
芸
王
、
豊
後
王
な
ど
い
ふ
事
す
ら
あ
る
な
り
。
]
上
世
の
封
建
の

タ
品
J
-
Z
ヤ

ツ

ヨ

ヲ

ケ

}

?

世
の
国
造
、
別
、
私
島
な
と
云
へ
り
し
者
、
又
近
世
の
諸
大
名
を
も
彼
J

国
の

に
も
通
し
た
る
な
る
へ
し
。
[
足
利
氏
の
封
冊
を
受
け
ら
れ
し
も
此
類
な
り
。
]
後

2

・

あ

た

漢
光
武
の
世
は
皇
朝
に
て
は
垂
仁
天
皇
の
頃
に
当
り
た
れ
ハ
、
金
印
を
受
た
り
し

ハ
五
十
跡
手
よ
り
二
三
代
も
前
っ
か
た
な
る
へ
し
。
貌
志
の
頃
ハ
神
功
、
応
仁
の

大
御
代
に
し
あ
れ
ハ
、
彼
書
に
伊
都
国
王
と
い
へ
り
し
は
此
の
五
十
跡
手
か
乙
と

品

7UFF

を
指
て
い
へ
る
也
。
さ
て
背
恰
土
国
と
い
へ
り
し
其
封
彊
ハ
い
つ
乙
よ
り
い
っ
乙

そ
と
い
ふ
乙
と
の
艇
な
る
と
と
ハ
し
ら
ね
と
も
、
今
の
恰
土
、
志
摩
の
二
郡
ハ
本

J

，RaT
 

よ
り
同
地
と
見
へ
た
れ
ハ
す
へ
て
恰
土
国
内
な
り
け
ら
し
。
さ
す
れ
ハ
此
た
ひ
金

人
ハ
王
と
い
ひ
て
、
其
王
と
い
へ
る
ハ
必
皇
朝
世
と
の
天
皇
を
奉
申
に
ハ
非
さ

AVtF 

る
を
諭
る
へ
し
。
其
百
余
国
と
い
へ
る
ハ
、
旧
事
紀
の
国
造
本
紀
を
見
て
其
固
と

サハ
の
多
な
り
し
事
を
知
べ
し
。
さ
て
恰
土
県
主
の
事
ハ
日
本
記

W
哀
天
皇
の
御
巻

ア
ナ
h
r
J
‘r
z
，
，
ノ
ミ

z
d
p
J

タ

ロ

e
a
F

タ
ヲ

-b'

に
見
へ
、
又
筑
前
国
風
土
記
目
、
恰
土
郡
、
穴
戸
豊
浦
宮
御
宇
足
仲

ツ

ヒ

ヨ

ノ

タ

マ

ソ

オ

ヲ

イ

テ

マ

ス

イ

L
r
J
γ
a
Z
9
・nh
v
歩

ノ

オ

ヤ

イ

ト

ト

彦
天
皇
、
将
ν
討
z
球
磨
噌
吸
-
幸
=
筑
紫
-
之
時
、
恰
土
県
主
等
紅
、
五
十
跡

タ

テ

ノ

ヲ

翼

キ

ト

'

イ

ホ

-
a
J
サ

カ

キ

ヲ

タ

テ

ト

唾

ペ

タ

阜

、

ヶ

vvas-
ヲ

手
、
聞
=
天
皇
幸
-
抜
=
取
五
百
枝
賢
木
-
立
z
子
船
舶
脇
-
、
上
枝
掛
=
ん
斥
現
-
、
中

畠

ハ

マ

誕

ミ

a
M
g
z
，

フ

品

ハ

テ

ト

ツ

a
m
J
ヲ

マ

キ

リ

aa
カ
ヘ
テ
ア
ナ
ト
ノ
ヒ
タ
h
v
a
v
-
タ

テ

マ

フ

レ

リ

ミ

ヨ

ト

J

枝
掛
=
白
銅
鏡
-
、
下
枝
掛
=
十
鍾
銅
-
、
参
=
迎
穴
門
引
島
-
献
之
、
天
皇
勅

'
玉
ヲ
り
イ
ツ
ν

J
包
trJy
，

マ

ヲ

品

7

9

2

-

v

J

，
a

J
オ

ロ

リ

砂

包

ホ

a
a
n

，

間
何
誰
人
、
五
十
跡
手
奉
目
、
高
麗
国
意
呂
山
自
v
天
降
来
日
枠
之
首
一
定
阿

4

ト

S
7
2
ν
ナ
咽
h

r

-

一-
2

‘
ホ
dF
テ

ヲ

J
玉
フ
イ
y
u
v
h
r

ト

五
十
跡
手
是
也
、
天
皇
於
v
斯
誉
s
五
十
跡
手
-
日
=
俗
乎
-
、
[
謂
2

伊
蘇
志
-
]
五
十

タ

品

ヲ

イ

ツ

h
v
J
タ
畠
ト

t

F

e

ト
冒

g

跡
手
之
本
土
可
ν
謂
=
格
勤
国
-
、
今
謂
=
恰
土
郡
-
批
也
。
〔
恰
土
ハ
元
来
此
郡
の
古

印
を
得
た
り
し
志
賀
島
[
此
島
延
喜
式
に
は
糟
屋
郡
に
属
し
今
ハ
那
珂
郡
に
属

す
。
凡
諸
国
に
郡
郷
を
置
れ
し
ハ
孝
徳
天
皇
よ
り
後
の
事
な
れ
ハ
、
其
か
み
封
建

の
制
の
世
に
は
い
つ
れ
に
属
し
け
む
し
ら
れ
す
]
ま
で
ハ
わ
づ
か
海
上
ニ
里
許
隔

- 43ー

つ
る
地
に
し
あ
れ
ハ
、
此
島
も
其
封
彊
の
内
な
り
し
も
知
る
へ
か
ら
す
。
か
く
同

ホ
V

し
圏
内
と
い
ふ
に
も
殊
ニ
間
近
き
地
に
金
印
の
有
し
に
で
も
、
倭
奴
国
の
恰
土
国

名
な
る
へ
し
。
五
十
跡
手
と
い
ふ
も
と
の
地
名
よ
り
出
た
る
名
な
り
。
し
か
る
に

此
た
び
、
天
皇
の
西
征
に
元
従
の
功
あ
る
に
よ
り
て
伽
も
と
の
り
給
ひ
て
、
や
が

な
る
へ
き
事
を
恩
ふ
へ
し
。
い
に
し
へ
い
っ
な
る
世
に
い
か
に
し
て
乙
の
島
に
は

埋
置
け
む
。
[
其
か
み
草
昧
の
世
に
ハ
皇
威
い
ま
だ
か
た
は
し
の
国
と
ま
で
は
周

て
美
号
を
賜
り
て
、
伊
蘇
志
の
国
と
名
つ
け
玉
へ
り
。
さ
る
を
後
世
に
ハ
猶
昔
の

称
に
よ
り
て
恰
土
と
い
ふ
ハ
説
た
る
と
な
る
べ
し
。
恰
土
、
炉
静
音
近
き
に
よ
り

て
転
し
て
ま
た
古
昔
の
名
に
か
へ
り
し
に
も
あ
る
へ
し
。
此
頃
成
人
の
説
に
、
仲
哀

く
及
難
か
り
し
に
よ
り
て
、
熊
襲
な
ど
の
族
し
ば
し
ば
叛
き
も
し
、
ま
た
お
の
が

ど
ち
勢
を
張
む
と
て
隣
国
に
使
を
遣
は
し
て
其
威
を
か
り
た
り
し
な
る
べ
し
。
し

天
皇
征
=
西
海
-
也
、
恰
土
県
主
五
十
跡
手
、
奉
=
兵
器
玉
南
国
以
迎
=
大
駕
-
。
叢
五
十

跡
手
本
緯
人
也
。
管
適
-
-
西
土
-
、
受
=
其
封
冊
-
、
侃
=
其
印
綬
司
、
号
=
委
奴
国
主
-
、

而
西
土
窪
乱
漢
民
失
ν
勢
-
於
是
五
十
跡
手
効
=
西
土
之
漢
匹
、
而
倦
自
称
=
昏
hw

帝
-
央
、
委
奴
帝
訳
則
五
十
跡
手
也
、
五
十
野
手
当
=
大
駕
西
伍
一
恐
而
降
湾
、
天

以
=
其
地
委
奴
帝
之
所
唐
-
遂
日
=
委
奴
¥
後
改

か
る
に
神
功
皇
后
征
斡
以
後
ハ
三
韓
も
内
属
し
熊
襲
等
も
諒
に
伏
し
て
筑
紫
に
大

ヵ
‘
‘
キ
キ

臣
を
さ
し
て
鎮
め
せ
し
め
玉
ひ
し
か
パ
、
漸
皐
威
海
内
に
赫
.
尖
て
、
さ
る
界
を
越

ヲ

タ

タ

ジ

ャ

ミ

て
私
に
隣
国
に
通
せ
し
事
も
梢
止
し
な
る
へ
し
。
さ
る
故
に
封
冊
印
授
を
受
し

乙
と
を
子
孫
な
ど
の
祉
侮
て
か
の
海
畔
に
棄
た
り
し
か
、
さ
も
な
く
は
乱
世
に
は

皐
偶
=
其
帰
化
-
授
以
=
県
主
-
、

多
く
重
宝
の
類
を
隠
し
埋
む
る
事
も
あ
れ
ハ
、
さ
る
類
に
で
も
あ
ら
む
か
。
]
其

'

U

J

‘，z
*

J

ケ

カ

ナ

'

'

a

-

7

4

y

由
ハ
知
ら
ね
ど
も
、
其
掘
獲
し
あ
た
り
の
字
を
加
奈
浜
と
い
へ
る
ハ
、
金
印
を



2
u
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埋
た
り
し
よ
し
の
宇
な
る
べ
し
。
さ
れ
と
も
里
老
の
か
た
り
伝
も
な
き
社
憾
な
り

a
p

，

，

V

7

ゲ
"
'
'

け
り
。
初
此
金
印
を
掘
出
せ
し
時
、
農
民
集
ひ
て
さ
ま
/
¥
論
へ
と
も
い
か
な
占有サ

d'

る
物
と
も
名
つ
く
る
も
の
な
し
。
し
か
す
が
に
尋
常
の
物
な
ら
ね
は
民
家
に
蔵

、

営

倉

'

ヲ

サ

'

J

お
か
む
も
惇
あ
り
。
志
賀
大
明
神
に
奉
納
む
と
て
宮
司
坊
を
た
の
み
て
神
悶
を

占
ふ
に
神
慮
に
か
な
は
ぬ
由
に
て
遂
に
奉
納
せ
さ
り
し
と
い
へ
り
。
前
に
も
い
へ

る
如
く
此
金
印
ハ
漢
国
よ
り
皐
朝
に
奉
り
し
物
な
ら
ぬ
事
ハ
ぷ
円
な
れ
と
も
、
さ

す
が
に
皇
国
の
強
酔
な
ら
む
国
に
漢
主
の
封
冊
を
受
た
ら
む
を
は
神
明
な
ど
か

臨
み
給
は
ざ
ら
む
。
い
ま
大
神
の
此
印
を
受
給
ハ
ぬ
は
、
末
世
と
い
ひ
な
が
ら
神

威
の
厳
重
な
る
乙
と
尊
む
へ
く
、
か
し
乙
む
べ
し
。
さ
て
此
金
印
千
古
の
物
な
る

a

J

a

m

ケ

に
因
り
て
後
世
古
徴
を
と
る
乙
と
多
し
。
彼
後
漢
書
に
倭
奴
を
委
奴
と
作
る
な
と

国

V
V包
且

r
b
'

は
千
古
の
惑
一
時
に
氷
解
て
大
に
史
学
に
益
あ
り
。
又
唐
山
よ
り
来
る
古
印
譜

の
類
あ
ま
た
の
世
を
緩
て
度
と
掌
刻
し
た
る
物
に
し
あ
れ
ハ
、
旧
制
に
違
ふ
事
も

多
し
と
い
へ
り
。
今
漢
の
金
印
出
し
よ
り
初
め
て
漢
制
の
真
を
見
る
と
い
ひ
て
事

印
家
乙
れ
を
記
島
ず
る
を
訴
ピ
物
な
し
。
誠
に
絶
世
の
珍
奇
也
。
建
武
中
元
二

年
よ
り
天
明
四
年
に
到
り
て
星
箱
千
七
百
二
十
八
年
を
歴
て
、
今
乙
の
金
印
の
出

た
り
し
ハ
奇
也
と
い
ふ
へ
き
な
り
。

文
化
九
年
申
十
月
朔
日
応

公
儀
御
測
量
方
伊
能
勘
解
由
之
需
書
之
於
夜
須
郡
甘
木
駅
旅
亭
呈
進
之

青
柳
勝
次
種
麿

国
府
に
献
す
。

文
化
九
年
壬
申
九
月

青
柳
種
信
識

※※※  
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〈
註
〉
倭
平
声
、
委
去
声

漢
世
朝
鮮
を
滅
し
て
楽
浪
郡
を
置
け
り
。

吾
国
天
皇
を
天
子
と
か
く
と
と
ハ
初
て
情
書
に
見
へ
た
り
。
又
近
代
の
略
代

叢
書
に
、
日
本
天
皇
称
=
至
尊
-
と
も
云
へ
り
。
天
皇
と
云
ふ
を
ハ
彼
国
世
と

の
史
に
見
へ
た
り
。
朝
鮮
の
海
東
諸
国
記
ニ
ハ
神
武
崩
と
も
書
て
、
古
よ
り

異
国
人
共
の
吾
国
天
皇
を
尊
む
乙
と
天
子
に
異
な
る
乙
と
無
な
り
。
近
代
西

洋
人
の
云
へ
る
に
も
吾
国
を
帝
国
と
云
ひ
て
、
天
子
、
将
軍
を
共
に
ケ
イ
ヅ

ル
と
云
へ
り
。
ケ
イ
ヅ
ル
ハ
訳
し
て
帝
と
い
ふ
乙
と
の
よ
し
な
り
。

此
使
の
乙
と
用
明
天
皇
に
非
す
。
推
古
天
皇
な
り
。
乙
れ
も
例
の
伝
聞
の
誤

T
m
v
'
'
u
v
包
ヨ

也
。
関
皇
も
誤
也
。
目
多
利
息
比
孤
の
上
に
阿
字
脱
た
る
か
。
乙
れ
天
足
彦

と
い
う
義
な
る
へ
し
。
世
と
の
天
皇
に
多
き
御
名
に
ハ
あ
れ
と
も
、
用
明
、

推
古
二
帝
此
大
御
名
に
ハ
あ
ら
ぬ
物
を
や
。

※ 
4 

一一、
村
山
広
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『
漢
封
金
印
記
』

約
二
五
・
五
×
三
三
個
の
五
紙
を
袋
撮
し
た
写
本
で
あ
る
(
一
枚
は
表
紙
)

0

字
体
は
南
冥
の
『
金
印
弁
、
金
印
弁
或
間
』
写
本
(
資
料
4
)
と
同
じ
で
、
種
信

の
自
筆
で
は
な
い
(
図
版
六
万

著
者
村
山
広
(
字
は
子
堂
、
通
称
は
新
兵
衛
あ
る
い
は
市
衛
門
、
立
説
と
号
す
〉
は

安
永
五
年
三
七
七
六
)
福
岡
藩
儒
官
と
な
り
、
天
明
四
年
藩
校
創
立
と
と
も
に

父
子
教
導
と
な
る
。
文
化
五
年
(
一
八
O
八
〉
七
二
才
で
没
し
た
。
村
山
退
斉
の

父
で
あ
る
。
種
信
は
第
一
回
の
江
戸
祇
役
(
天
明
二
年
l
六
年
、
種
信
一
七
才

t
二

天
明
六
年
に
村
山
広
が
桜
田
邸
寄
合
長
屋
に
聞
い
た
学
舎
に
列

席
し
、
会
読
に
も
参
加
し
て
い
る
。

一
才
〉
の
折
、

村
山
広
は
金
印
発
見
か
ら
ほ
ど
な
い
天
明
四
年
夏
六
月
に
、
江
戸
に
送
ら
れ



た
印
紙
の
み
を
み
て
乙
の
『
漢
封
金
印
記
』
を
著
し
た
乙
と
が
、

そ
の
末
尾
に

記
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
と
り
た
て
て
言
及
す
べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
金
印
は
光
武
帝

よ
り
賜
っ
た
も
の
で
『
日
本
書
紀
』
紀
年
か
ら
そ
の
時
の
天
皇
は
垂
仁
天
皇
だ

が
、
「
我
史
不
ν
載
エ
此
時
遣
ν
使
乳
こ
と
し
、
「
光
武
英
乱
之
主
也
。
非
γ-
我白出

居
=
藩
臣
-
彼
必
不
v
封
也
。
我
若
明
=
小
大
之
分
-
、
而
卑
ν
辞
厚
ν
鴨
藩
自
居
乎
、

品

ヲ

1

ヲ

ル

ユ

ノ

-

則
封
=
国
王
-
錫
=
金
印
-
、
比
三
之
当
世
四
育
入
貢
諸
国
-
、
量
不
エ
太
栄
-
乎
」
。

と
の
ベ
る
。
し
か
し
、
天
皇
は
「
毘
使
当
時
通
=
好
於
西
隣
¥
量
甘
=
受
其
封
-

乎
。
万
々
先
ν
有
ニ
此
理
-
巳
」
、

だ
か
ら
、

光
武
帝
の
封
を
受
け
、

金
印
を
得
た

の
は
、

『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
武
埴
安
彦
、

態
襲
の
よ
う
に
、
朝

狭
穂
彦
、

廷
に
従
わ
な
か
っ
た
土
豪
で
あ
る
と
す
る
。
乙
の
辺
の
論
証
は
当
時
の
伊
都
国

説
や
熊
襲
説
と
同
様
、
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
の
「
百
余
国
」
、
「
使
訳
通
於
漢
者
三

十
許
国
」
、
「
倭
奴
国
・
:
:
・
倭
国
之
極
南
界
」
な
ど
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
い

る

一一、
関
誌

『
後
漢
金
印
管
見
』

種
信
の
自
筆
で
は
な
く
、
種
信
の
写
本
を
さ
ら
に
写
し
た
も
の
ら
し
い
。
約

二
四
・
七
×
三
三
回
の
六
紙
を
袋
綴
す
る
(
一
枚
は
表
紙
)
。

表
題
は
「
後
漢
金

印
管
見
」
だ
が
、
文
末
に
は
「
後
漢
図
章
管
見
」
と
あ
る
(
図
版
七
・
八
)
。

本
文
の
あ
と
に
種
信
の
短
評
と
と
も
に
「
寛
政
元
九
月
十
八
日
以
上
総
国
飯

野
領
主
保
利
弾
正
忠
君
之
庫
本
書
写
干
東
都
霞
古
閣
邸
中
」
と
あ
っ
て
、
二
固

め
の
江
戸
抵
役
ハ
寛
政
元
年
I
六
年
〉
の
最
初
の
年
に
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

種
信
に
と
っ
て
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
、
種
信
二
四
才
)
は
、

江
戸
に
上
る
途
中

松
坂
に
赴
き
、
本
居
宣
長
の
弟
子
と
な
っ
た
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。

『
後
漢
金
印
管
見
』
は
、
文
末
に
「
寛
政
元
年
己
酉
七
月

三
草
教
授

蘭
陵

関
誌
撰
」
と
あ
っ
て
、
金
印
発
見
後
五
年
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著

者
関
蕗
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
判
明
し
な
い
。
内
容
か
=
り
す
れ
ば
国
学
と
は

無
縁
の
人
で
あ
る
。

こ
の
著
作
の
内
容
は
、
当
時
の
金
印
に
関
す
る
議
論
の
中
で
は
や
や
特
異
で

あ
る
。ま
ず
金
印
発
見
の
時
と
場
所
、
法
量
を
記
す
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
あ
と
に
出
る

井
田
敬
之
「
後
漢
金
印
論
』

(
天
明
四
年
五
月
)
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
筑
前
福
岡
の
松
田
子
寛
の
考
え
を
引
く
。
乙
の
松
田
子
寛
は
福
岡

に
あ
っ
て
金
印
発
見
当
時
金
印
に
つ
い
て
一
文
を
あ
ら
わ
し
た
と
思
わ
れ
る
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が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
明
ら
か
で
な
い
。
関
麓
は
、
子
寛
が
引
く
『
濫
筋
抄
』

と
『
文
献
通
考
』
の
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
よ
れ
ば
、
金
印
は
光
武
が
与
え
た

乙
と
に
な
る
が
、
史
に
は
詳
略
が
あ
る
か
ら
「
宣
以
為
中
元
所
賜
之
物
哉
」
と

疑
問
を
呈
す
る
。
つ
い
で
紀
州
藩
土
井
悶
敬
之
『
後
漢
金
印
論
』
に
つ
い
て

「
論
中
若
調
於
皇
和
不
受
漢
家
之
印
授
。
則
殆
箆
幾
撮
空
之
論
失
。
」
と
批
判
す

る
。
理
由
は
、
『
後
漢
書
』
(
関
は
漢
書
と
記
す
〉
に
「
仮
印
綬
之
事
」
が
記
さ
れ

て
い
る
の
は
は
そ
れ
が
事
実
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
先
の
「
量
以

-
:
物
哉
」
と
矛
盾
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
聞
は
倭
、
倭
奴
い
ず
れ
も
ヤ
マ
ト

を
指
す
と
み
て
い
る
と
と
に
な
る
。

そ
の
あ
と
『
三
国
志
』
貌
志
倭
人
伝
の
条
か
ら
「
景
初
二
年
六
月
倭
女
王
」

以
下
の
記
事
を
引
用
し
て
「
是
正
史
所
録
不
謹
失
」
と
い
い
き
り
、
「
則
漢
以
来

受
服
色
印
綬
而
以
為
栄
明
失
。
皇
和
朝
廷
、
凡
有
大
礼
、
則
為
用
唐
服
。
蓋
嘗



拝
仮
於
印
綬
服
色
之
家
為
然
也
」
。
と
つ
づ
け
る
。
乙
乙
で
も
、
明
言
は
し
て
い

な
い
が
邪
馬
台
国
H
ヤ
マ
ト
ノ
ク
ニ
と
み
て
い
る
。

つ
づ
い
て
金
印
そ
の
も
の
に
ふ
れ
て
、
『
史
記
』
封
禅
書
の
「
官
改
印
章
以
五

字
」
を
引
き
、
金
印
も
五
字
で
、
字
体
か
ら
も
漢
代
の
印
と
み
ら
れ
る
と
い

う
。
し
か
し
さ
ら
に
城
戸
桓
ハ
何
者
か
不
明
)
の
い
う
侃
印
・
押
印
の
議
論
を
ひ

い
て
、
金
印
は
侃
印
で
あ
り
な
が
ら
も
押
印
に
用
い
る
式
だ
か
ら
(
そ
の
理
由
は

よ
く
わ
か
ら
ぬ
て
偽
造
品
か
あ
る
い
は
「
和
邦
改
鋪
以
為
押
印
者
。
而
蓋
非
漢

制
之
物
而
己
」
と
疑
っ
て
い
る
。
松
浦
道
輔
『
漢
倭
奴
国
王
金
印
偽
作
弁
』

〈
天
保
七
年
、

一
八
三
六
)
ほ
ど
明
快
な
偽
作
説
で
は
な
い
が
、

金
印
発
見
直
後

の
懐
疑
説
と
い
え
る
。

乙
の
よ
う
な
内
容
は
国
学
が
否
定
し
て
や
ま
な
い
中
国
古
典
を
ひ
た
す
ら
尊

崇
す
る
態
度
か
ら
導
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
居
宣
長
に
弟
子
の
礼
を

と
っ
た
ば
か
り
の
若
き
種
信
は
、
筆
写
の
あ
と
に
「
鳴
呼
関
氏
之
偏
見
夫
如
斯

甚
哉
。
廃
国
史
而
証
異
秋
之
史
、
以
朝
礼
服
唐
服
為
封
印
之
拠
。
関
氏
之
学
棄

本
撮
末
、
不
知
彼
此
其
余
不
足
見
而
己
失
」
と
書
き
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。乙

と
に
紹
介
し
た
資
料
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
金
印
と
そ
の
発
見
の
事

情
に
つ
い
て
は
新
し
い
材
料
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

青
柳
種
信
『
後
漢
金
印
略
考
』
と
そ
の
草
稿
は
、
種
信
の
金
印
考
証
の
跡
を

示
し
、
種
信
研
究
の
上
で
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。

村
山
広
と
関
麓
の
写
本
は
、
金
印
研
究
史
上
乙
れ
ま
で
し
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
著
述
と
み
ら
れ
る
。
内
容
は
見
劣
り
す
る
が
、
江
戸
時
代
の
金
印
論
議
を
み

る
際
の
一
材
料
と
な
ろ
う
e

本
稿
作
製
に
あ
た
っ
て
は
、
文
献
解
読
で
い
つ
も
の
よ
う
に
高
田
茂
康
、
吉

良
国
光
両
氏
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
大
谷
光
男
先
生
(
二
松
学
舎
大
学
教

授
)
に
は
金
印
研
究
史
に
つ
い
て
、
小
島
一
仁
氏
(
浄
国
寺
住
職
)
に
は
伊
能

忠
敬
資
料
に
つ
い
て
、
井
本
菊
江
氏
に
は
種
信
の
写
本
に
つ
い
て
御
教
示
い
た

だ
い
た
。
沼
田
哲
氏
(
青
山
学
院
大
学
助
教
授
)
に
は
関
艶
に
つ
い
て
調
べ
て

い
た
だ
い
た
。
御
礼
申
上
げ
る
。

註

(
1
〉
大
谷
光
男
一
九
七
四
研
究
史
金
印
、
吉
川
弘
文
館

(
2
〉
乙
の
自
序
は
、
す
ぐ
あ
と
に
の
ベ
る
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
『
後
漢
金
印
略
考
』
写

本
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
武
ハ
令
水
域
も
全
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
引

用
が
な
に
に
も
と
づ
く
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

『
柳
園
年
譜
』
は
、
武
谷
の
ほ
か
に
大
熊
浅
次
郎
も
引
用
し
、
い
ず
れ
も
忠
敬
と
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の
交
流
部
分
は
詳
細
で
あ
る
。
な
お
『
柳
園
年
譜
』
は
一
九
四
五
年
に
空
鎮
で
焼

失
し
た
。

武
谷
水
域

一
九
一
八

P
I
-
-
6
 

n
F
9
&
q
d
 

大
熊
浅
次
師
一
九
三
四
筑
前
国
学
の
泰
斗
青
柳
種
信
年
譜
の
梗
概
、
筑
紫
史

談
第
叩
山
一
集
、
即
お
l
u

な
お
武
谷
の
引
く
自
序
と
大
熊
の
引
く
『
柳
国
年
譜
』
は
次
の
論
文
に
転
載
さ

れ
て
い
る
。

筑
紫
豊
一
九
七
七
福
岡
藩
の
国
学
者
青
柳
種
信
の
研
究
H
1
|
-
そ
の
年
譜
的

素
描
|
|
、
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
研
究
報
告
第
一
集
即
1
l
ω

(

3

)

千
葉
県
佐
原
市
の
伊
能
忠
敬
資
料
館
に
は
な
い
乙
と
を
小
島
一
臣
氏
(
佐
原
市
浄

筑
前
の
国
学
と
青
柳
種
信
、
筑
紫
史
談

第
Mm
集、



国
寺
住
職
、
忠
敬
研
究
家
)
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

(

4

)

山
崎
昌
太
郎
は
、
種
信
の
次
子
種
春
の
養
子
と
な
っ
た
和
一
郎
(
明
治
二
三
年

没
、
六
三
才
)
と
、
種
信
の
長
子
種
正
(
長
野
家
を
継
ぐ
)
の
次
女
佐
喜
子
(
大
正

一
三
年
没
、
八
一
才
)
と
の
聞
に
で
き
た
久
子
の
夫
で
、
筑
前
銀
行
取
締
役
で
あ

っ
た
。
当
館
に
積
信
資
料
一
括
を
寄
贈
さ
れ
た
山
崎
千
泰
氏
の
祖
父
に
あ
た
る
。

(
5
)

『
柳
園
年
譜
』
に
は
「
但
右
二
冊
(
『
宗
像
宮
略
記
』
と
『
後
漢
金
印
時
考
』
)
草
稿
は

別
に
宿
に
も
書
残
置
侯
事
」
と
あ
り
、
乙
れ
を
引
用
し
た
武
谷
は
ひ
き
つ
づ
き

「
両
書
共
今
其
の
家
に
現
存
す
る
は
此
自
筆
な
ら
ん
、
既
に
露
喰
し
て
読
難
き
庭

少
か
ら
ず
、
旧
門
人
中
に
は
之
を
写
し
取
り
置
た
る
人
も
あ
ら
ん
な
れ
ど
も
」
、

と
記
す
(
註
(

1

)

前
掲
論
文
弘
お
)
。
「
今
其
家
に
現
存
す
る
」
の
が
乙
乙
で
と

り
あ
げ
る
草
稿
か
、
成
稿
の
控
え
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
な
お
福
岡
県
立
図
書

館
蔵
写
本
(
旧
井
本
文
庫
)
は
、
現
在
井
本
家
に
残
る
『
後
漢
金
印
略
考
』
写
本

(
井
本
氏
写
す
)
末
尾
に
「
本
書
は
福
岡
市
西
新
町
山
崎
昌
太
郎
氏
原
本
よ
り
手

写
せ
し
を
さ
ら
に
写
し
た
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
の
で
(
井
本
進
民
夫
人
、
菊
江

氏
の
書
信
に
よ
る
)
、
乙
の
「
原
本
よ
り
手
写
せ
し
」
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
山
崎
家
に
は
青
柳
家
か
ら
ひ
き
つ
い
だ
草
稿
と
は
別
に
、
成
稿
の
控

え
が
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乙
の
成
稿
控
え
が
、
ど
う
な
っ
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
。

(

6

)

註
(

1

)

大
谷
前
掲
書
即
叩
|
乃

(
7
〉
佐
伯
有
清
一
九
七
一
研
究
史
邪
馬
台
園
、
吉
川
弘
文
館
、
な
ど
。

(

8

)

註
〈
1
)
大
谷
前
掲
書
即
九
|
竹

(
9
)

乙
乙
は
「
吾
奴
を
骨
奴
と
作
る
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
草
稿
で
も
成
稿
と

同
じ
く
書
損
じ
て
い
る
。
な
お
乙
の
文
は
第
一
草
稿
に
は
な
い
。

小
篠
敏
(
石
見
浜
田
藩
儒
医
)
は
福
岡
藩
の
細
井
金
五
ロ
(
甘
栄
館
師
員
)
か
ら
金

印
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
、
宣
長
に
考
え
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
す
る
返
事
で
あ

る
(
註
(

7

)

佐
伯
前
掲
書
卵
白

l
ω
)
。
な
お
、
種
信
は
天
明
八
年
に
小
篠
敏

が
長
崎
に
い
る
の
を
知
り
、
同
僚
の
長
崎
祇
役
を
か
わ
っ
て
ま
で
訪
問
し
た
が
、

す
で
に
帰
国
後
で
会
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
文
通
は
つ
づ
い
た
。
細
井
金

吾
は
宣
長
・
小
篠
の
弟
子
、
種
信
と
親
交
の
あ
っ
た
人
で
『
金
印
考
』
を
著
し
て

(
印
)

(
日
)

い
る
。
乙
の
文
は
第
一
草
稿
に
は
な
い
。

〈
ロ
)
本
研
究
報
告
所
収
の
高
回
茂
庚
論
文
参
照
(
乱
6
)

(
日
)
金
印
出
土
地
は
『
甚
兵
衛
口
上
番
』
に
よ
れ
ば
「
叶
の
崎
」
で
あ
る
。
梶
原
景
照

の
考
文
(
享
和
三
年
、
一
八

O
三
)
も
「
叶
崎
」
と
し
て
い
る
。
「
叶
の
浜
」
と

す
る
の
は
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
(
寛
政
十
年
、
一
七
九
八
。
平
岡
家
本
に

よ
る
文
献
出
版
刊
行
活
字
本
、
上
巻
n
み
)
で
あ
り
、
種
信
や
昭
陽
は
乙
れ
に
よ

っ
て
「
か
な
の
浜
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
同
じ
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
で
も
、
中
山
平
次
郎
が
引
用
し
た
阿
曇

家
本
で
は
、
金
印
出
土
地
を
「
叶
の
崎
」
と
し
て
い
る
。

中
山
平
次
郎
一
九
一
四
漢
委
奴
国
王
印
の
出
所
は
奴
国
王
の
墳
墓
に
非
ら
さ

る
ベ
し
考
古
学
雑
誌
五
|
二
、
即
お
|
必

ま
た
種
信
の
『
略
考
』
よ
り
お
く
れ
る
『
続
風
土
記
御
調
子
ニ
附
調
子
書
上

帳
』
(
文
政
三
年
、
一
八
二

O
)
で
は
、
出
土
地
を
「
此
(
叶
)
d弘
に
か
よ
ふ
辺

乃
溝
」
と
記
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
抹
消
し
て
「
叶
ケ
崎
と
申
所
」
と
改
め
て
い
る

(註
(

1

)

大
谷
前
掲
書
即

ω
l
H
U
Y
抹
消
部
分
に
よ
れ
ば
、
出
土
地
は
「
叶

の
浜
」
に
相
当
し
そ
う
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
現
在
「
叶
の
浜
」
は
、
金
印
碑
の
建
っ
て
い
る
所
か
ら
北
西
に
つ
づ

く
や
や
ひ
ら
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
貝
原
益
軒
『
筑
前
国
続
風
土
記
』

志
賀
島
条
の
「
又
志
賀
民
屋
の
西
に
つ
ら
な
り
た
る
浜
を
、
叶
の
浜
と
一
玄
」
、
あ

る
い
は
『
福
岡
県
地
理
全
誌
』
(
明
治
十
年
頃
か
)
巻
之
一
百
二
十
四
の
志
賀
島

村
条
の
「
叶
浜
村
ノ
西
民
家
ニ
連
リ
タ
ル
浜
ヲ
云
。
又
野
道
共
云
。
」
と
い
う

記
事
か
ら
は
、
金
印
碑
か
ら
東
、
夫
婦
石
崎
あ
た
り
ま
で
を
指
す
よ
う
に
も
恩
わ

れ
る
(
本
研
究
報
告
所
収
高
田
論
文
第
一
図
参
照
)
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

(
凶
)
註
(
日
)
中
山
前
掲
論
文
。

(
四
)
種
信
資
料
中
の
考
古
学
関
係
資
料
や
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
も
そ
う
し
た

記
事
が
あ
る
。

後
藤
直
一
九
八
三
青
柳
種
信
の
考
古
資
料
同
、
福
間
市
立
歴
史
資
料
館
研
究

報
告
第
七
集
、
即
釘
|
日

- 47ー



(

お

)

た
と
え
ば
寛
政
七
年
と
み
ら
れ
る
内
山
真
龍
宛
書
簡
に
「
協
和
が
国
王
の
金
印
御

覧
無
く
ば
模
し
て
送
る
」
と
あ
る
(
註
(

2

)

筑
紫
前
掲
論
文
弘
お
)
。

(
げ
)
福
岡
県
庁
史
料
編
纂
所
一
九
四
九
福
岡
藩
文
学
者
概
伝
、
福
岡
県
史
料
叢
書

第
拾
稽

(

叩

凶

)

註

(

2

)

筑
紫
前
掲
論
文
乱
開
。

- 48ー
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